新自由主義の思想的・理論的系譜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　07年5月13日　浜林正夫

Ⅰ　古典的自由主義

　１）アダム・スミス『国富論』(1776年)、重商主義の規制に反対、自由競争のもとで各人の利己心にまかせれば社会は調和的に発展する、「神の見えざる手」による予定調和論、しかし『道徳情操論』(1759年)などでは社会を支える正義や共感を解明
２）スミスの後継者リカードやマルサスは失業や貧困の問題に注目、しかし自由主義政策へ、自由貿易(とくに穀物輸入の自由化)、救貧法の事実上の打ち切り、サミュエル・スマイルズの『自助論』(1859年)
３）「豊富のなかの貧困」の時代、毎年数十人が餓死、政府による生活援助なく、共済組合やセツルメント活動や教会の慈善活動などが頼り

Ⅱ　福祉国家へ

　１）1908年無拠出老齢年金法、1911年国民保険法(健康保険と失業保険)が成立、社会保障制度の始まり、以後改善続く
2）1942年ベヴァリッジ報告、43年のチャーチル演説で「ゆりかごから墓場まで」、46　　

　　年国民保険法、国民保険サーヴィス法、48年国民扶助法など、医療の無料化
３）45年労働党政権(24年29年に続いて3回目)、46年から51年にかけてイングランド銀行、石炭、電気通信、運輸、電力、ガス、鉄鋼を国有化
４）政権のうつりかわり、51年保守党、64年労働党、70年保守党、74年労働党、79年保守党（サッチャー首相、90年まで)、97年労働党(ブレア首相)
Ⅲ　新自由主義
1） 経済学の流れで言うと19世紀後半にスミスらの古典派経済学に代わって主観価値説をとなえる限界効用学派、ワルラス、マーシャル、メンガーなど、
２）マーシャルからはケインズらの新古典派総合、ケインズは公共投資によって失業問題や不況の解決を図る、アメリカのニューディール、戦後の日本の列島改造論もその一種
３）ワルラスやメンガーからはオーストリア学派、この学派の流れを汲むシカゴ学派が新自由主義の中心
４）新自由主義のリーダー的存在はフリードリッヒ・ハイエク（1899－1992）とミルトン・フリードマン（1912ー2006）、サッチャーはハイエクの信奉者
Ⅳ　ハイエクの新自由主義
　１）ハイエクはウィーン生まれ、景気変動論の理論家として学界に登場、193１年ロンドン大学教授、1950年シカゴ大学へ移る、シカゴ学派を形成、1962年ドイツへ、69年オーストリアへ
２）専門の経済学書のほかに『隷従への道』（1944年）で全体主義と社会主義双方の批判者として有名になり、『法と立法と自由』（1973－79年）という大著もある。
３）1947年スイスのモンペルランにハイエクの呼びかけで世界から36人の学者が集ま　　

　　り、モンペルラン協会を結成、現在40カ国に500名以上の会員、1980年には日本で総会を開催
４）社会主義とファシズムとを全体主義として同一視、その根源はドイツ観念論の国家観（ヘーゲルなど）にあると見る、イギリスも19世紀の自由主義を捨てファシズムへ近づきつつある（E.H.カー、ラスキなど）
５）社会主義は国有化のみを意味するのではなく経済計画化をもふくむ、社会主義は「課税を通して行われる広範囲な収益の再分配と福祉国家の制度とを主として意味するようになった」、スウェーデンも社会主義的、『隷従への道』には「あらゆる党派の社会主義者たちへ」という献辞
６）『法と立法と自由』では、社会主義の衰退と福祉国家の発展に伴い、自由主義者の課題も変化、しかし福祉国家は必然的に社会主義へ逆戻りする
７）個々人の価値観は違うから「共同福祉」というようなものはない、競争が個々人の目標追及の努力を調整する唯一の方法、ただし国家が無用ということではない、社会全体にとって有益な、しかし個人ではカバーできないような事柄（例えば毒物の使用禁止、労働時間制限、衛生設備の提供など）は国家の仕事、これは競争と両立する
８）労働組合を禁止することはできない（結社の自由）、しかしクローズド・ショップとユニオン・ショップは取引の制限、非組合員に対する強制、失業を増やす
９）社会保険は所得の再配分の強制、自分で将来に備えるべき、それができない人に対しては最低限の保障を（社会一般のお荷物となるのを防ぐため）
10）累進課税は消費税の逆進性を補償する限りでみとめるべき
　
Ⅴ　フリードマンのマネタリズム
　1）1912年ニューヨーク生まれ、両親は東ヨーロッパのユダヤ人で抑圧から逃れるため渡米、1948年シカゴ大学教授、77年スタンフォード大学教授、専門の経済学書以外に『資本主義と自由』（1962年）、『選択の自由』（1980年）など
2）マネタリズム（経済政策は通貨供給量の管理だけにとどめるべきだという主張）の立場からケインズ批判（ケインズは公債を発行して公共事業などを進め、有効需要を拡大せよという立場、財政政策重視）、
３）「小さな政府」を主張、累進課税反対、市場万能主義

４）国民皆保険反対、最低賃金法は雇用を阻害する、公民権法を廃止し自由競争を、学校への助成をやめ教育クーポン制を

５）「資本主義の社会では、儲かるときに儲けるのがジェントルマンなのだ」
　サッチャー改革
Ⅰ　背景
１）サッチャーの思想の背景、1925年生まれ、イングランド中北部グランサムの乾物屋

の娘、両親とも敬虔なメソジスト、父は保守党の市会議員、オックスフォード大学
では化学専攻、オックスフォード大学の保守学生協会の会長になり、学生代表とし
て保守党大会に出席、1950年はじめて選挙に出馬、59年初当選　
　２） 79年総選挙で労働党を339対269という大差で破り、イギリス史上初の女性首相、
それまでは公共投資主導型の景気対策を支持、労働党の敗北を見て「小さな政府論」へ転換、ハイエク理論に傾倒
3） 労働党の敗北の原因、労働党政府と労働組合との馴れ合い、イギリス経済の危機的
状況、インフレと失業が並存するスタグフレーション、これに加えて国際収支の赤字、この危機を生み出した根本は労働組合の硬直した態度にあると見る、いわゆるイギリス病、「労働組合の改革が決定的に重要であった」（サッチャー『回顧録』）
Ⅱ　サッチャー改革の内容

Ⅰ）保守党の体質改善、新中間階級の支持を狙う、「保守党は乾物屋の娘にハイジャックされた」、閣内の反対派（ウェット）を追い出し、支持派（ドライ）で固める
2） 住宅政策（持ち家の推進、80年住宅法により公営住宅を低価格で売却）、株所有の大衆化（ピープルズ・キャピタリズム、株所有者の数は79年から88年の間に3倍に増え、900万人に）
3） 労働組合改革、80年雇用法、82年雇用法、84年労働組合法により、スト権投票の義務化、二次争議（同情ストなど）の禁止、役員選出の際の秘密投票の義務化、定期的改選の義務化、クローズド・ショップ制の禁止（労働組合としての法的地位を認めず）
４）76年から79年にかけて運輸、地方自治体、病院労組などが次々とスト攻勢、キャラハン労働党政権はこれに対処しきれず、辞職、この状況の反省からサッチャーは所得政策（労働組合との社会契約により賃上げを一定の範囲内に抑える）を廃止、政労会議（1915年以来財務省とTUCが定期会合）も廃止
５）労組攻撃の典型は84年3月の20ヶ所の炭鉱閉鎖反対ストへの対応、政府側は慎重に準備し、いわば挑発的に閉鎖を提案（アメリカ人を国営石炭公社の総裁に、ひそかに大量の石炭備蓄、緊急輸入も手配、同情スト禁止、石油発電も準備、組合の支給するスト手当てを失業保険や生活補助から差し引き、警察力の機動化など）、1年間の闘争を経てついに炭労は敗北、組合の分裂、この歴史的敗北によりほかの労組も戦いを自粛、スト件数、組合員数、組織率の減少
６）民営化、84年のブリティッシュ・テレコムの民営化が「国営企業の心臓部への一撃」、

30万人以上の人員減、売却益247億6,300万ポンド、財政赤字解消へ
７）税制改革、基本的な思想は「収入に対する課税よりも消費に対する課税に重点を移す
ほうが、よりフェアな税のあり方である」、所得税率を最高83%から40%へ、法人税率
は50%から35%へ、付加価値税は8%から15%へ、そのほかに個別間接税の引き上げ、
租税負担率はほぼ変化なし、高負担高福祉政策の見直し
８）地方行財政改革、国庫補助金を削減し、地方財政支出への締め付け、固定資産評価に

基づく地方税（レイト）を廃止し、人頭税（正式名称はコミュニティ・チャージ）へ

（90年）、これが極めて不評で結局サッチャーの命取りに、93年廃止、この間にロン
ドンほか6つの大都市の議会を廃止（名目は超過支出、実際は革新自治体狙い撃ち）
９）社会保障の改革、国民健康制度（NHS）改革、病院とファミリ・ドクターを独立採算
制に、自由診療の導入、86年の社会保障法で社会保障費の大幅削減（年金切り下げ、
労災や失業給付の切り下げなど）
10）教育改革、1988年教育改革法（全国共通のカリキュラムと統一学力テストの導入、テ
スト結果の公表と親への学校選択権の付与、学校の自治の保障、学校査察機関の設置）、

大学行政の効率化（ビジネスとのかかわり強化、終身在職権の保障制限など）
11）金融政策、金融ビッグバン（79年為替管理撤廃、資本移動の自由化）、国内的にはケインズ的完全雇用政策は放棄、「一時期雇用が減るのは我慢しなければならない」（『回顧録』）通貨供給量をコントロール
Ⅲ　サッチャー改革の諸結果

1）生産性はあがったのか、80年代は生産性上昇（「サッチャーのミラクル」）、しかし製造業についてみると81年から83年にかけて上昇した後、83年以降は鈍化、89－90年はマイナス、これは過剰な設備が廃棄され、以後製造業への投資が減少したため、資本は金融業や海外投資に向かう、カジノ資本主義化
2）国際収支は改善されたか、貿易収支は赤字続く、これを貿易外収支でカバー、外国からの投資も増える
３）失業者は減少したか、81年以降ふたたび増加、85年都市暴動再燃、ストも続発、サッチャー支持減退、フォークランド紛争（82年）勝利で支持回復
４）インフレは収まったか、金融引き締めにより沈静化
５）労働組合は力を失ったか、組織率は低下傾向続く、スト件数も激減、パートタイム労働者の増加、97年には雇用者全体の4分の1に、90年代後半からサッチャー改革への反撃始まる、郵政民営化阻止、政労資審議会の復活、EU加盟に伴い労働時間規制の強化など
6）学力は向上したか、ブレアは教育改革を引き継ぐ、246校を閉校（ただし底辺校へは特別補助）、学力については論争、しかし表現力や理解力の低下については共通の指摘、学校間格差拡大、ウェールズは共通テストから離脱、オックスフォード大学はサッチャーに名誉学位の贈呈を拒否
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